
ごみの分け方・出し方 マキノ地域 令和８年４月発行 次の保存版が発行される
まで保存してください。

燃やせるごみ………

燃えないごみＢ類…

飲食用カン… 飲食用ビン・化粧品ビン・
服用する薬のビン…

燃えないごみＡ類…

市指定のごみ袋

専用コンテナ（灰色）

専用コンテナ（灰色）

★プラスチック類
（ビデオテープ・ナイロン・ビニール・小型プラスチックなど）
★発泡スチロール　★アルミホイル　★生ごみ　★衛生用品
★綿くず　★布　★革　★ゴム　★靴　★ＣＤ・ＤＶＤ

★小型金属類（スプレー缶・フライパン・はさみ・ホーロー鍋など）
★小型電気製品類（アイロン・電気ポット・ヘアドライヤーなど）
★栄養ドリンクなどのキャップ　★傘（燃える部分が取り外せたら分別してください。）
★お菓子の缶（クッキー、せんべいなど）粉ミルクの缶など※「飲食用カン」の規定外のカン

◆量が多い時は回数を分けて出してください。
◆割れたものは、コンテナからこぼれないように出してください。

◆カセットボンベやヘアースプレーなどのスプレー缶は、使い切ってからキャップを取り外し、
　風通しの良い所で穴を空けてコンテナに入れてください。
◆コンテナに入らない大型製品は、粗大ごみとして処理してください。
◆家電リサイクル品は収集できません。（詳しくは裏面をご覧ください。）
◆乾電池は有害ごみで出してください。

市の資源専用コンテナ（白色・茶色・青色）

◆ビンはキャップを外して、水でゆすいでから色別にコンテナに入れてください。
◆欠けたり割れたりした場合は、袋などに入れて色別にコンテナに入れてください。
◆ビンの色はキャップを外して、ねじの部分の色で分けてください。
◆薬品の入っていたビン、全体が乳白色のビンは「燃えないごみＡ類」で出してください。

★ジュースのビン　★調味料のビン　★化粧品のビン ★海苔のビン
★コーヒーのビン　★服用する薬のビン　★各種酒のビン 無色透明ビン 茶色ビン その他

白色コンテナ 茶色コンテナ 青色コンテナ

飲み物・食べ物・調味料
化粧品・服用する薬のビン

色別に分けてコンテナへ

★ごみカレンダーおよびごみの分け方・出し方は
　高島市ホームページにも掲載しています ごみに関する問合せ先：高島市役所環境政策課（TEL25ー 8123）　

保存版

環境に配慮し、再生紙及び植物油インキを使用しています。

★ビール缶　★ジュース缶
★缶詰の缶　
★ペットフードの缶

◆食べ物や飲み物の空き缶だけです。
◆水洗いをしてから缶専用コンテナに
　入れてください。

ペットボトル…
◆　マークのあるものに限ります。
◆調味料でも　マークの表示のあるものは回収します。
◆キャップとラベルを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。

青緑色のネット袋

粗大ごみ… 直接搬入（高島市環境センター）
戸別回収（市役所または支所へ申込み）

有料
有料

10㎏につき
100円

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）
★大型木製家具（机、たんす、下駄箱など）
★大型金属製品（自転車、一輪車など）
★大型電気製品（ファンヒーター、掃除機、ストーブなど
　　　　　　　　専用コンテナに納まらないもの）

詳しくは裏面を
ご覧ください。

★蛍光管（蛍光管使用の電球型を含む）
★乾電池（ボタン電池を含む）
◆蛍光管は、割らずにそのまま回収箱に入れてください。
　（割れると管の内部から水銀を含んだ粉が出てきますので、取り
　扱いに十分ご注意ください。）
◆マンガン、アルカリ、ニカドなど、乾電池であれば形状や大きさ
　を問わず、乾電池コンテナに入れてください。

有害ごみ…

新聞・ダンボール・飲用紙パック・
その他古紙（雑誌）・
シュレッダー紙・古着等…

牛乳パックその他飲用の紙パック

★自動車　★消火器　★ガスボンベ　
★廃油　★ペンキ　★農薬などの劇物　
★医療系の廃棄物　★建築廃材　★タイヤ

収集できないごみ

蛍光管用コンテナ（緑色）
乾電池用コンテナ（灰色）

区・自治会の指定回収場所（収集当日の午前８時まで）
マキノ支所（開庁日のうち月・水・金の午前10時～午後3時）

★陶磁器類（茶わん・皿・花びん・植木鉢など）　★ガラス製品類（コップ・窓ガラスなど）
★電球（白熱電球・LED電球など）　★薬品の入っていたビン・全体が乳白色のビン

◆家電リサイクル品は取り扱えません。

◆大きいものは、袋に入る大きさに破砕してください。
◆長いものは、40ｃｍ以内に切断してから、袋に入れてください。

◆残飯や調理くずは、十分に水切りをしてから袋に入れてください。
◆紙ごみは、新聞、その他古紙の回収日に出してください。

糸くずなどの長いものを切らずに丸めて出されると、処理する破砕機に
引っかかり故障の原因となります。必ず切断してください。

※蛍光管は有害ごみ

コップなどの
ガラス製品

白熱電球・
LED電球など 陶磁器類

※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

小型金属類 小型電気製品類

廃食油…
★天ぷら油など
◆植物性の食用油に限ります。
◆機械油、動物性油（ヘット油やラード油）、車のオイルや燃料油は
　収集できません。

各自治会に設置するポリタンク
またはマキノ支所（ポリタンク）

⑴
洗
っ
て

⑵
開
い
て

⑶
乾
か
し
て

プラスチックボトル… 白色のネット袋

◆「　　ボトル」と表記されているものが対象です。
◆キャップやポンプを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。
◆ラベルは外さないで出してください。

シ
ャ
ン
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マキノ支所もしくは各地区の白色ネット袋設置の集積所

詳しくは裏面を
ご覧ください。

※スプレー缶は※スプレー缶は
　必ず穴を開けて　必ず穴を開けて

※「開口部の直径10㎝以下、
かつ高さ19㎝以下」が
　対象です。

10㎝以下

19
㎝
以
下

縦横高さの長さを足して、

横 縦

高
さ

2ｍ未満 ………… 700円
2ｍ~3ｍ未満… 1,300 円
3ｍ以上 ……… 1,900 円

市の資源専用コンテナ（白色・茶色・青色）
※コンテナの色が異なる場合があります。

飲み物・食べ物・調味料

◆分別ごとに、ひもで十文字にしばって出してください。
◆飲用紙パックは、「①水洗いをし、②開いて、③乾かして」
　から出してください。
◆小さな紙・お菓子の箱などは、雑誌類にはさむか、紙袋に
　集めて十文字にしばってください。
◆シュレッダー紙と古着は、必ず中身の見える袋に入れて
　出してください。
◆古着は使用可能な古着を服として再利用します。シーツ・
カーテン・ネクタイ・帽子・布製かばん・革製品・下着
　などは、小さく切って燃やせるごみで出してください。
◆布団・毛布は粗大ごみで出してください。



◆「　　ボトル」と表記されているものが対象です。
◆キャップやポンプを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。
◆ラベルは外さないで出してください。

ごみの分け方・出し方 今 津 地 域 令和８年４月発行 次の保存版が発行される
まで保存してください。

燃やせるごみ………

燃えないごみＢ類…

飲食用カン… 飲食用ビン・化粧品ビン・
服用する薬のビン…

燃えないごみＡ類…

市指定のごみ袋

個人コンテナ

個人コンテナ

★プラスチック類
（ビデオテープ・ナイロン・ビニール・小型プラスチックなど）
★発泡スチロール　★アルミホイル　★生ごみ　★衛生用品
★綿くず　★布　★革　★ゴム　★靴　★ＣＤ・ＤＶＤ

◆ビンはキャップを外して、水でゆすいでから色別にコンテナに入れてください。
◆欠けたり割れたりした場合は、袋などに入れて色別にコンテナに入れてください。
◆ビンの色はキャップを外して、ねじの部分の色で分けてください。
◆薬品の入っていたビン、全体が乳白色のビンは「燃えないごみＡ類」で出してください。

★ジュースのビン　★調味料のビン　★化粧品のビン ★海苔のビン
★コーヒーのビン　★服用する薬のビン　★各種酒のビン 無色透明ビン 茶色ビン その他

白色コンテナ 茶色コンテナ 黒色コンテナ

飲み物・食べ物・調味料
化粧品・服用する薬のビン

色別に分けてコンテナへ

市の資源専用コンテナ

粗大ごみ… 直接搬入（高島市環境センター）
戸別回収（市役所または支所へ申込み）

有料
有料

10㎏につき
100円

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）
★大型木製家具（机、たんす、下駄箱など）
★大型金属製品（自転車、一輪車など）
★大型電気製品（ファンヒーター、掃除機、ストーブなど
　　　　　　　　個人コンテナに納まらないもの）

詳しくは裏面を
ご覧ください。高島高校

勤労者体育センター紙資源回収ステーションがない地区の
方は、直接持ち込んでください。

時間／収集当日
　　　午前８時～10時
場所／勤労者体育センター南側倉庫

保存版

環境に配慮し、再生紙及び植物油インキを使用しています。

★小型金属類（スプレー缶・フライパン・はさみ・ホーロー鍋など）
★小型電気製品類（アイロン・電気ポット・ヘアドライヤーなど）
★栄養ドリンクなどのキャップ　★傘（燃える部分が取り外せたら分別してください。）
★お菓子の缶（クッキー、せんべいなど）粉ミルクの缶など※「飲食用カン」の規定外のカン

◆食べ物や飲み物の空き缶だけです。
◆水洗いをしてから缶専用コンテナに
　入れてください。

ペットボトル…
◆　マークのあるものに限ります。
◆調味料でも　マークの表示のあるものは回収します。
◆キャップとラベルを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。

青緑色のネット袋

★陶磁器類（茶わん・皿・花びん・植木鉢など）　★ガラス製品類（コップ・窓ガラスなど）
★電球（白熱電球・LED電球など）　★薬品の入っていたビン・全体が乳白色のビン
◆量が多い時は回数を分けて出してください。
◆割れたものは、コンテナからこぼれないように出してください。
◆コンテナは縦35cm×横50cm×高さ30cm程度のプラスチック容器を個人で用意してください。

◆家電リサイクル品は取り扱えません。

※蛍光管は有害ごみ

コップなどの
ガラス製品

白熱電球・
LED電球など 陶磁器類

★蛍光管（蛍光管使用の電球型を含む）　★乾電池（ボタン電池を含む）
◆蛍光管は、割らずにそのまま回収箱に入れてください。
　（割れると管の内部から水銀を含んだ粉が出てきますので、取り
　扱いに十分ご注意ください。）
◆マンガン、アルカリ、ニカドなど、乾電池であれば形状や大きさ
　を問わず、乾電池ボックスに入れてください。

有害ごみ… 下記回収ボックス設置場所

◦今津支所　◦今津東コミュニティセンター　◦旧今津北コミュニティセンター
◦今津上コミュニティセンター　◦旧今津西コミュニティセンター　
◦高島市働く女性の家

分別回収ボックス
設置場所

廃食油…
★天ぷら油など
◆植物性の食用油に限ります。
◆機械油、動物性油（ヘット油やラード油）、車のオイルや燃料油は
　収集できません。

各自治会に設置するポリタンク
または今津支所（ポリタンク）

※地区に植物廃食油回収場所がない区の方は、
　今津支所へ直接ご持参ください。

★自動車　★消火器　★ガスボンベ　
★廃油　★ペンキ　★農薬などの劇物　
★医療系の廃棄物　★建築廃材　★タイヤ

収集できないごみ

プラスチックボトル… 白色のネット袋

詳しくは裏面を
ご覧ください。

今津支所資源回収所、今津東コミュニティセンター、
旧今津北コミュニティセンター、旧今津西コミュニティセンター
もしくは各地区の白色ネット袋設置の集積所

★ビール缶　★ジュース缶
★缶詰の缶　
★ペットフードの缶
※「開口部の直径10㎝以下、
かつ高さ19㎝以下」が
　対象です。

◆カセットボンベやヘアースプレーなどのスプレー缶は、使い切ってからキャップを取り外し、
　風通しの良い所で穴を空けてコンテナに入れてください。
◆コンテナに入らない大型製品は、粗大ごみとして処理してください。
◆家電リサイクル品は収集できません。（詳しくは裏面をご覧ください。）
◆乾電池は有害ごみで出してください。

※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

小型金属類 小型電気製品類※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

10㎝以下

19
㎝
以
下

★ごみカレンダーおよびごみの分け方・出し方は
　高島市ホームページにも掲載しています ごみに関する問合せ先：高島市役所環境政策課（TEL25ー 8123）　

◆大きいものは、袋に入る大きさに破砕してください。
◆長いものは、40ｃｍ以内に切断してから、袋に入れてください。

◆残飯や調理くずは、十分に水切りをしてから袋に入れてください。
◆紙ごみは、新聞、その他古紙の回収日に出してください。

糸くずなどの長いものを切らずに丸めて出されると、処理する破砕機に
引っかかり故障の原因となります。必ず切断してください。

飲み物・食べ物・調味料

市の資源専用コンテナ（白色・茶色・黒色）
※コンテナの色が異なる場合があります。
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縦横高さの長さを足して、

横 縦

高
さ

新聞・ダンボール・飲用紙パック・
その他古紙（雑誌）・
シュレッダー紙・古着等…

◆分別ごとに、ひもで十文字にしばって出してください。
◆飲用紙パックは、「①水洗いをし、②開いて、③乾かして」
　から出してください。
◆小さな紙・お菓子の箱などは、雑誌類にはさむか、紙袋に
　集めて十文字にしばってください。
◆シュレッダー紙と古着は、必ず中身の見える袋に入れて
　出してください。
◆古着は使用可能な古着を服として再利用します。シーツ・
カーテン・ネクタイ・帽子・布製かばん・革製品・下着
　などは、小さく切って燃やせるごみで出してください。
◆布団・毛布は粗大ごみで出してください。

区・自治会の指定回収場所（収集当日の午前８時まで）
今津支所資源回収所（祝日を除く月および水の午前９時～午後４時）

2ｍ未満 ………… 700円
2ｍ~3ｍ未満… 1,300 円
3ｍ以上 ……… 1,900 円



◆「　　ボトル」と表記されているものが対象です。
◆キャップやポンプを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。
◆ラベルは外さないで出してください。

ごみの分け方・出し方 朽 木 地 域 令和８年４月発行 次の保存版が発行される
まで保存してください。

燃やせるごみ………

燃えないごみＢ類…

飲食用カン… 飲食用ビン・化粧品ビン・
服用する薬のビン…

燃えないごみＡ類…

市指定のごみ袋

個人コンテナ

個人コンテナ

★プラスチック類
（ビデオテープ・ナイロン・ビニール・小型プラスチックなど）
★発泡スチロール　★アルミホイル　★生ごみ　★衛生用品
★綿くず　★布　★革　★ゴム　★靴　★ＣＤ・ＤＶＤ

★陶磁器類（茶わん・皿・花びん・植木鉢など）　★ガラス製品類（コップ・窓ガラスなど）
★電球（白熱電球・LED電球など）　★薬品の入っていたビン・全体が乳白色のビン
◆量が多い時は回数を分けて出してください。
◆割れたものは、コンテナからこぼれないように出してください。
◆コンテナは縦35cm×横50cm×高さ30cm程度のプラスチック容器を個人で用意してください。

◆ビンはキャップを外して、水でゆすいでから色別にコンテナに入れてください。
◆欠けたり割れたりした場合は、袋などに入れて色別にコンテナに入れてください。
◆ビンの色はキャップを外して、ねじの部分の色で分けてください。
◆薬品の入っていたビン、全体が乳白色のビンは「燃えないごみＡ類」で出してください。

★ジュースのビン　★調味料のビン　★化粧品のビン ★海苔のビン
★コーヒーのビン　★服用する薬のビン　★各種酒のビン 無色透明ビン 茶色ビン その他

白色コンテナ 茶色コンテナ 青色コンテナ

飲み物・食べ物・調味料
化粧品・服用する薬のビン

色別に分けてコンテナへ

粗大ごみ… 直接搬入（高島市環境センター）
戸別回収（市役所または支所へ申込み）

有料
有料

10㎏につき
100円

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）
★大型木製家具（机、たんす、下駄箱など）
★大型金属製品（自転車、一輪車など）
★大型電気製品（ファンヒーター、掃除機、ストーブなど
　　　　　　　　個人コンテナに納まらないもの）
◆家電リサイクル品は取り扱えません。

詳しくは裏面を
ご覧ください。

個人コンテナ

新聞・ダンボール・飲用紙パック・
その他古紙（雑誌）・
シュレッダー紙・古着等…

◆分別ごとに、ひもで十文字にしばって出してください。
◆飲用紙パックは、「①水洗いをし、②開いて、③乾かして」から出してください。
◆小さな紙・お菓子の箱などは、雑誌類にはさむか、紙袋に集めて十文字にしばってください。
◆シュレッダー紙と古着は、必ず中身の見える袋に入れて出してください。
◆古着は使用可能な古着を服として再利用します。シーツ・カーテン・ネクタイ・帽子・布
　製かばん・革製品・下着などは、小さく切って燃やせるごみで出してください。
◆布団・毛布は粗大ごみで出してください。

⑴
洗
っ
て

⑵
開
い
て

⑶
乾
か
し
て

牛乳パックその他飲用の紙パック

保存版

環境に配慮し、再生紙及び植物油インキを使用しています。

ペットボトル…

◆　マークのあるものに限ります。
◆調味料でも　マークの表示のあるものは回収します。
◆キャップとラベルを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。

青緑色のネット袋
市のペットボトル専用コンテナ（黒色）

◆食べ物や飲み物の空き缶だけです。
◆水洗いをしてから個人コンテナに
　入れてください。

★自動車  ★消火器  ★ガスボンベ  ★廃油  ★ペンキ　
★農薬などの劇物  ★医療系の廃棄物  ★建築廃材  ★タイヤ収集できないごみ

★陶磁器類　★ガラス製品類　★瓦　★レンガ　★タイル ※コンクリート不可、土砂不可
◆朽木支所へ事前に申請のうえ、朽木不燃物
　処分場へ直接搬入してください。
◆個人搬入に限ります。
◆開場日　月～金曜日（祝祭日を除く）

ガレキ類…… 直接搬入（朽木不燃物処分場）有料

※自宅等を業者委託により解体された場合は、産業廃棄物として処理してください。

で出してください。

★ガスボンベ ★廃油 ★ペンキ　

※蛍光管は有害ごみ

コップなどの
ガラス製品

白熱電球・
LED電球など 陶磁器類

★蛍光管（蛍光管使用の電球型を含む）
★乾電池（ボタン電池を含む）
◆蛍光管は、割らずにそのまま回収箱に入れてください。
　（割れると管の内部から水銀を含んだ粉が出てきますので、取り
　扱いに十分ご注意ください。）
◆マンガン、アルカリ、ニカドなど、乾電池であれば形状や大きさ
　を問わず、乾電池ボックスに入れてください。

有害ごみ…… 朽木支所

廃食油…
★天ぷら油など
◆植物性の食用油に限ります。
◆機械油、動物性油（ヘット油やラード油）、車のオイルや燃料油は
　収集できません。

各自治会に設置するポリタンク
または朽木支所（ポリタンク）

自宅等を業者委託により解体された場合は、産業廃棄物として処理してください。

コンクリート不可、土砂不可

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）

プラスチックボトル… 白色のネット袋
朽木支所もしくは各地区の白色ネット袋設置の集積所

詳しくは裏面を
ご覧ください。

★ビール缶　★ジュース缶
★缶詰の缶　
★ペットフードの缶
※「開口部の直径10㎝以下、
かつ高さ19㎝以下」が
　対象です。

★小型金属類（スプレー缶・フライパン・はさみ・ホーロー鍋など）
★小型電気製品類（アイロン・電気ポット・ヘアドライヤーなど）
★栄養ドリンクなどのキャップ　★傘（燃える部分が取り外せたら分別してください。）
★お菓子の缶（クッキー、せんべいなど）粉ミルクの缶など※「飲食用カン」の規定外のカン
◆カセットボンベやヘアースプレーなどのスプレー缶は、使い切ってからキャップを取り外し、
　風通しの良い所で穴を空けてコンテナに入れてください。
◆コンテナに入らない大型製品は、粗大ごみとして処理してください。
◆家電リサイクル品は収集できません。（詳しくは裏面をご覧ください。）
◆乾電池は有害ごみで出してください。

※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

小型金属類 小型電気製品類※スプレー缶は※スプレー缶は
　必ず穴を開けて　必ず穴を開けて

10㎝以下

19
㎝
以
下

★ごみカレンダーおよびごみの分け方・出し方は
　高島市ホームページにも掲載しています ごみに関する問合せ先：高島市役所環境政策課（TEL25ー 8123）　

◆大きいものは、袋に入る大きさに破砕してください。
◆長いものは、40ｃｍ以内に切断してから、袋に入れてください。

◆残飯や調理くずは、十分に水切りをしてから袋に入れてください。
◆紙ごみは、新聞、その他古紙の回収日に出してください。

糸くずなどの長いものを切らずに丸めて出されると、環境センターの
破砕機に引っかかり故障の原因となります。必ず切断してください。

シ
ャ
ン
プ
ー

家
庭
用
洗
剤
な
ど

飲み物・食べ物・調味料

縦横高さの長さを足して、

横 縦

高
さ

市の資源専用コンテナ（白色・茶色・青色）
※コンテナの色が異なる場合があります。

区・自治会の指定回収所（収集当日の午前８時まで）
朽木支所（午前８時30分から午後５時00分まで）

※月曜日のみ午後６時00分まで

2ｍ未満 ………… 700円
2ｍ~3ｍ未満… 1,300 円
3ｍ以上 ……… 1,900 円



ごみの分け方・出し方 安曇川地域 令和８年４月発行 次の保存版が発行される
まで保存してください。

燃やせるごみ………

燃えないごみＢ類…

飲食用カン… 飲食用ビン・化粧品ビン・
服用する薬のビン…

燃えないごみＡ類…

★プラスチック類
（ビデオテープ・ナイロン・ビニール・小型プラスチックなど）
★発泡スチロール　★アルミホイル　★生ごみ　★衛生用品
★綿くず　★布　★革　★ゴム　★靴　★ＣＤ・ＤＶＤ

◆ビンはキャップを外して、水でゆすいでから色別にコンテナに入れてください。
◆欠けたり割れたりした場合は、袋などに入れて色別にコンテナに入れてください。
◆ビンの色はキャップを外して、ねじの部分の色で分けてください。
◆薬品の入っていたビン、全体が乳白色のビンは「燃えないごみＡ類」で出してください。

★ジュースのビン　★調味料のビン　★化粧品のビン ★海苔のビン
★コーヒーのビン　★服用する薬のビン　★各種酒のビン 無色透明ビン 茶色ビン その他

茶色コンテナ 青色コンテナ

飲み物・食べ物・調味料
化粧品・服用する薬のビン

色別に分けてコンテナへ

保存版

環境に配慮し、再生紙及び植物油インキを使用しています。

市指定のごみ袋

個人コンテナ

個人コンテナ

◆食べ物や飲み物の空き缶だけです。
◆水洗いをしてから個人コンテナに
　入れてください。

廃食油…
★天ぷら油など
◆植物性の食用油に限ります。
◆機械油、動物性油（ヘット油やラード油）、車のオイルや燃料油は
　収集できません。

粗大ごみ… 直接搬入（高島市環境センター）有料 10㎏につき
100円

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）
★大型木製家具（机、たんす、下駄箱など）
★大型金属製品（自転車、一輪車など）
★大型電気製品（ファンヒーター、掃除機、ストーブなど
　　　　　　　　個人コンテナに納まらないもの）

詳しくは裏面を
ご覧ください。

個人コンテナ

ペットボトル…
◆　 マークのあるものに限ります。
◆調味料でも　 マークの表示のあるものは回収します。
◆キャップとラベルを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。

個人コンテナ

★蛍光管（蛍光管使用の電球型を含む）
★乾電池（ボタン電池を含む）
◆蛍光管は、割らずにそのまま回収箱に入れてください。
　（割れると管の内部から水銀を含んだ粉が出てきますので、取り
　扱いに十分ご注意ください。）
◆マンガン、アルカリ、ニカドなど、乾電池であれば形状や大きさ
　を問わず、乾電池ボックスに入れてください。

有害ごみ… 下記回収ボックス設置場所
（常時搬入できます）

分別回収ボックス設置場所
旧広瀬小学校体育館前
安曇川図書館駐車場

安曇川ふれあいセンター駐車場
安曇川世代交流センター駐車場

新聞・ダンボール・飲用紙パック・
その他古紙（雑誌）・
シュレッダー紙・古着等…
区・自治会の指定回収場所（収集当日の午前８時まで）

市指定拠点回収場所（４箇所）

（収集日当日午前８時から午前10時まで）

旧広瀬小学校体育館前／安曇川ふれあいセンター駐車場
安曇川図書館駐車場／安曇川世代交流センター駐車場

各自治会に設置するポリタンク
（常時搬入できます）

★陶磁器類（茶わん・皿・花びん・植木鉢など）　★ガラス製品類（コップ・窓ガラスなど）
★電球（白熱電球・LED電球など）　★薬品の入っていたビン・全体が乳白色のビン
◆量が多い時は回数を分けて出してください。
◆割れたものは、コンテナからこぼれないように出してください。
◆コンテナは縦35cm×横50cm×高さ30cm程度のプラスチック容器を個人で用意してください。

◆家電リサイクル品は取り扱えません。

戸別回収（市役所または支所へ申込み）有料

※蛍光管は有害ごみ

コップなどの
ガラス製品

白熱電球・
LED電球など 陶磁器類

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）

★自動車　★消火器　★ガスボンベ　
★廃油　★ペンキ　★農薬などの劇物　
★医療系の廃棄物　★建築廃材　★タイヤ

収集できないごみ

プラスチックボトル… 白色のネット袋

詳しくは裏面を
ご覧ください。

旧広瀬小学校体育館前、安曇川図書館駐車場、
安曇川ふれあいセンター駐車場、安曇川世代交流センター駐車場
もしくは各地区の白色ネット袋設置の集積所
◆「　　ボトル」と表記されているものが対象です。
◆キャップやポンプを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。
◆ラベルは外さないで出してください。

★ビール缶　★ジュース缶
★缶詰の缶　
★ペットフードの缶
※「開口部の直径10㎝以下、
かつ高さ19㎝以下」が
　対象です。

★小型金属類（スプレー缶・フライパン・はさみ・ホーロー鍋など）
★小型電気製品類（アイロン・電気ポット・ヘアドライヤーなど）
★栄養ドリンクなどのキャップ　★傘（燃える部分が取り外せたら分別してください。）
★お菓子の缶（クッキー、せんべいなど）粉ミルクの缶など※「飲食用カン」の規定外のカン
◆カセットボンベやヘアースプレーなどのスプレー缶は、使い切ってからキャップを取り外し、
　風通しの良い所で穴を空けてコンテナに入れてください。
◆コンテナに入らない大型製品は、粗大ごみとして処理してください。
◆家電リサイクル品は収集できません。（詳しくは裏面をご覧ください。）
◆乾電池は有害ごみで出してください。

※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

小型金属類 小型電気製品類※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

飲み物・食べ物・調味料

黄もしくは
白コンテナ

10㎝以下

19
㎝
以
下

★ごみカレンダーおよびごみの分け方・出し方は
　高島市ホームページにも掲載しています ごみに関する問合せ先：高島市役所環境政策課（TEL25ー 8123）　

◆大きいものは、袋に入る大きさに破砕してください。
◆長いものは、40ｃｍ以内に切断してから、袋に入れてください。

◆残飯や調理くずは、十分に水切りをしてから袋に入れてください。
◆紙ごみは、新聞、その他古紙の回収日に出してください。

糸くずなどの長いものを切らずに丸めて出されると、処理する破砕機に
引っかかり故障の原因となります。必ず切断してください。

市の資源専用コンテナ（黄または白色・茶色・青色）
※コンテナの色が異なる場合があります。

シ
ャ
ン
プ
ー

家
庭
用
洗
剤
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縦横高さの長さを足して、

横 縦

高
さ

◆分別ごとに、ひもで十文字にしばって出してください。
◆飲用紙パックは、「①水洗いをし、②開いて、③乾かして」
　から出してください。
◆小さな紙・お菓子の箱などは、雑誌類にはさむか、紙袋に
　集めて十文字にしばってください。
◆シュレッダー紙と古着は、必ず中身の見える袋に入れて
　出してください。
◆古着は使用可能な古着を服として再利用します。シーツ・
カーテン・ネクタイ・帽子・布製かばん・革製品・下着

　などは、小さく切って燃やせるごみで出してください。
◆布団・毛布は粗大ごみで出してください。
◆区・自治会に指定回収場所がない場合は、市指定拠点回収
　場所に出してください。

2ｍ未満 ………… 700円
2ｍ~3ｍ未満… 1,300 円
3ｍ以上 ……… 1,900 円



◆「　　ボトル」と表記されているものが対象です。
◆キャップやポンプを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。
◆ラベルは外さないで出してください。

ごみの分け方・出し方 高 島 地 域 令和８年４月発行 次の保存版が発行される
まで保存してください。

飲食用カン…

新聞・ダンボール・飲用紙パック・
その他古紙（雑誌）・
シュレッダー紙・古着等…

飲食用ビン・化粧品ビン・
服用する薬のビン…

◆食べ物や飲み物の空き缶だけです。
◆水洗いをしてから個人コンテナに入れてください。
◆コンテナは縦35cm×横50cm×高さ30cm程度の
　プラスチック容器を個人で用意してください。

◆ビンはキャップを外して、水でゆすいでから色別にコンテナに入れてください。
◆欠けたり割れたりした場合は、袋などに入れて色別にコンテナに入れてください。
◆ビンの色はキャップを外して、ねじの部分の色で分けてください。
◆薬品の入っていたビン、全体が乳白色のビンは「燃えないごみＡ類」で出してください。

★ジュースのビン　★調味料のビン　★化粧品のビン ★海苔のビン
★コーヒーのビン　★服用する薬のビン　★各種酒のビン 無色透明ビン 茶色ビン その他

白色コンテナ 茶色コンテナ 青色コンテナ

飲み物・食べ物・調味料
化粧品・服用する薬のビン

色別に分けてコンテナへ

ペットボトル… 青緑色のネット袋
◆　マークのあるものに限ります。
◆調味料でも　マークの表示のあるものは回収します。
◆キャップとラベルを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。

★蛍光管

★乾電池

廃食油…
★天ぷら油など
◆植物性の食用油に限ります。
◆機械油、動物性油（ヘット油やラード油）、車のオイルや燃料油は
　収集できません。

◆蛍光管使用の電球型を含む
◆蛍光管は、割らずにそのまま回収箱に入れてください。
　（割れると管の内部から水銀を含んだ粉が出てきますので、
　取り扱いに十分ご注意ください。）

◆ボタン電池を含む
◆マンガン、アルカリ、ニカドなど、乾電池であれば形状や
　大きさを問わず、電池専用缶に入れてください。

有害ごみ

粗大ごみ… 直接搬入（高島市環境センター）
戸別回収（市役所または支所へ申込み）

有料
有料

10㎏につき
100円

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）
★大型木製家具（机、たんす、下駄箱など）
★大型金属製品（自転車、一輪車など）
★大型電気製品（ファンヒーター、掃除機、ストーブなど
　　　　　　　　専用コンテナに納まらないもの）

詳しくは裏面を
ご覧ください。

保存版

環境に配慮し、再生紙及び植物油インキを使用しています。

個人コンテナ

蛍光管用コンテナ（緑色）

電池専用缶

プラスチックボトル… 白色のネット袋

燃やせるごみ………

燃えないごみＢ類…

燃えないごみＡ類…

★プラスチック類
（ビデオテープ・ナイロン・ビニール・小型プラスチックなど）
★発泡スチロール　★アルミホイル　★生ごみ　★衛生用品
★綿くず　★布　★革　★ゴム　★靴　★ＣＤ・ＤＶＤ

市指定のごみ袋

市の専用コンテナ（緑色）

市の専用コンテナ（黒色）

◆量が多い時は回数を分けて出してください。
◆割れたものは、コンテナからこぼれないように出してください。

★陶磁器類（茶わん・皿・花びん・植木鉢など）　★ガラス製品類（コップ・窓ガラスなど）
★電球（白熱電球・LED電球など）　★薬品の入っていたビン・全体が乳白色のビン

◆家電リサイクル品は取り扱えません。

※蛍光管は有害ごみ

コップなどの
ガラス製品

白熱電球・
LED電球など 陶磁器類

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）

★自動車　★消火器　★ガスボンベ　
★廃油　★ペンキ　★農薬などの劇物　
★医療系の廃棄物　★建築廃材　★タイヤ

収集できないごみ

牛乳パックその他飲用の紙パック

⑴
洗
っ
て

⑵
開
い
て

⑶
乾
か
し
て

★ビール缶　★ジュース缶
★缶詰の缶　
★ペットフードの缶
※「開口部の直径10㎝以下、
かつ高さ19㎝以下」が
　対象です。

★小型金属類（スプレー缶・フライパン・はさみ・ホーロー鍋など）
★小型電気製品類（アイロン・電気ポット・ヘアドライヤーなど）
★栄養ドリンクなどのキャップ　★傘（燃える部分が取り外せたら分別してください。）
★お菓子の缶（クッキー、せんべいなど）粉ミルクの缶など※「飲食用カン」の規定外のカン
◆カセットボンベやヘアースプレーなどのスプレー缶は、使い切ってからキャップを取り外し、
　風通しの良い所で穴を空けてコンテナに入れてください。
◆コンテナに入らない大型製品は、粗大ごみとして処理してください。
◆家電リサイクル品は収集できません。（詳しくは裏面をご覧ください。）
◆乾電池は有害ごみで出してください。

※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

小型金属類 小型電気製品類※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

10㎝以下

19
㎝
以
下

★ごみカレンダーおよびごみの分け方・出し方は
　高島市ホームページにも掲載しています ごみに関する問合せ先：高島市役所環境政策課（TEL25ー 8123）　

市の資源専用コンテナ（白色・茶色・青色）
※コンテナの色が異なる場合があります。

高島支所（土日祝を除く午前９時～午後５時）
※搬入時は高島支所の職員へお声がけください。

縦横高さの長さを足して、

横 縦

高
さ

飲み物・食べ物・調味料

シ
ャ
ン
プ
ー

家
庭
用
洗
剤
な
ど

◆大きいものは、袋に入る大きさに破砕してください。
◆長いものは、40ｃｍ以内に切断してから、袋に入れてください。

◆残飯や調理くずは、十分に水切りをしてから袋に入れてください。
◆紙ごみは、新聞、その他古紙の回収日に出してください。

糸くずなどの長いものを切らずに丸めて出されると、処理する破砕機に
引っかかり故障の原因となります。必ず切断してください。

◆分別ごとに、ひもで十文字にしばって出してください。
◆飲用紙パックは、「①水洗いをし、②開いて、③乾かして」
　から出してください。
◆小さな紙・お菓子の箱などは、雑誌類にはさむか、紙袋に
　集めて十文字にしばってください。
◆シュレッダー紙と古着は、必ず中身の見える袋に入れて
　出してください。
◆古着は使用可能な古着を服として再利用します。シーツ・
カーテン・ネクタイ・帽子・布製かばん・革製品・下着
　などは、小さく切って燃やせるごみで出してください。
◆布団・毛布は粗大ごみで出してください。

ポリタンク
※高島支所にも設置しています

2ｍ未満 ………… 700円
2ｍ~3ｍ未満… 1,300 円
3ｍ以上 ……… 1,900 円

区・自治会の指定回収場所（収集当日の午前８時まで）



ごみの分け方・出し方 新 旭 地 域 令和８年４月発行 次の保存版が発行される
まで保存してください。 保存版

環境に配慮し、再生紙及び植物油インキを使用しています。

燃やせるごみ………

燃えないごみＢ類…

飲食用カン…

燃えないごみＡ類…

市指定のごみ袋

個人コンテナ

個人コンテナ

★プラスチック類
（ビデオテープ・ナイロン・ビニール・小型プラスチックなど）
★発泡スチロール　★アルミホイル　★生ごみ　★衛生用品
★綿くず　★布　★革　★ゴム　★靴　★ＣＤ・ＤＶＤ

市の資源専用コンテナ（黄色）

ペットボトル… 青緑色のネット袋

◆　マークのあるものに限ります。
◆調味料でも　マークの表示のあるものは回収します。
◆キャップとラベルを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。

★蛍光管（蛍光管使用の電球型を含む）
★乾電池（ボタン電池を含む）
◆蛍光管は、割らずにそのまま回収箱に入れてください。
　（割れると管の内部から水銀を含んだ粉が出てきますので、取り扱い
　に十分ご注意ください。）
◆マンガン、アルカリ、ニカドなど、乾電池であれば形状や大きさを
　問わず、乾電池ボックスに入れてください。

有害ごみ…

粗大ごみ… 直接搬入（高島市環境センター）
戸別回収（市役所または支所へ申込み）

有料
有料

10㎏につき
100円

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）
★大型木製家具（机、たんす、下駄箱など）
★大型金属製品（自転車、一輪車など）
★大型電気製品（ファンヒーター、掃除機、ストーブなど
　　　　　　　　個人コンテナに納まらないもの）

詳しくは裏面を
ご覧ください。

★陶磁器類（茶わん・皿・花びん・植木鉢など）　★ガラス製品類（コップ・窓ガラスなど）
★電球（白熱電球・LED電球など）　★薬品の入っていたビン・全体が乳白色のビン
◆量が多い時は回数を分けて出してください。
◆割れたものは、コンテナからこぼれないように出してください。
◆コンテナは縦35cm×横50cm×高さ30cm程度のプラスチック容器を個人で用意してください。

◆食べ物や飲み物の空き缶だけです。
◆水洗いをしてから缶専用コンテナに
　入れてください。

◆家電リサイクル品は取り扱えません。

※蛍光管は有害ごみ

コップなどの
ガラス製品

白熱電球・
LED電球など 陶磁器類

廃食油…
★天ぷら油など
◆植物性の食用油に限ります。
◆機械油、動物性油（ヘット油やラード油）、車のオイルや燃料油は
　収集できません。

★大型燃やせるごみ（布団、たたみ、大型ポリバケツなど）

★自動車　★消火器　★ガスボンベ　
★廃油　★ペンキ　★農薬などの劇物　
★医療系の廃棄物　★建築廃材　★タイヤ

収集できないごみ

プラスチックボトル… 白色のネット袋

詳しくは裏面を
ご覧ください。

★ビール缶  ★ジュース缶
★缶詰の缶　
★ペットフードの缶
※「開口部の直径10㎝以下、
かつ高さ19㎝以下」が
　対象です。

★小型金属類（スプレー缶・フライパン・はさみ・ホーロー鍋など）
★小型電気製品類（アイロン・電気ポット・ヘアドライヤーなど）
★栄養ドリンクなどのキャップ　★傘（燃える部分が取り外せたら分別してください。）
★お菓子の缶（クッキー、せんべいなど）粉ミルクの缶など※「飲食用カン」の規定外のカン
◆カセットボンベやヘアースプレーなどのスプレー缶は、使い切ってからキャップを取り外し、
　風通しの良い所で穴を空けてコンテナに入れてください。
◆コンテナに入らない大型製品は、粗大ごみとして処理してください。
◆家電リサイクル品は収集できません。（詳しくは裏面をご覧ください。）
◆乾電池は有害ごみで出してください。

※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

小型金属類 小型電気製品類※スプレー缶は
　必ず穴を開けて

お近くの拠点回収場所もしくは
市役所本庁北側の指定場所

各区に設置するポリタンク、
市役所本庁北側の指定場所（ポリタンク）

10㎝以下

19
㎝
以
下

★ごみカレンダーおよびごみの分け方・出し方は
　高島市ホームページにも掲載しています ごみに関する問合せ先：高島市役所環境政策課（TEL25ー 8123）　

新聞・ダンボール・飲用紙パック・
その他古紙（雑誌）・
シュレッダー紙・古着等…

牛乳パックその他飲用の紙パック

⑴
洗
っ
て

⑵
開
い
て

⑶
乾
か
し
て

区・自治会の指定回収場所（収集当日の午前８時まで）
市役所本庁北側の指定場所

飲食用ビン・化粧品ビン・
服用する薬のビン…

◆ビンはキャップを外して、水でゆすいでから色別にコンテナに入れてください。
◆欠けたり割れたりした場合は、袋などに入れて色別にコンテナに入れてください。
◆ビンの色はキャップを外して、ねじの部分の色で分けてください。
◆薬品の入っていたビン、全体が乳白色のビンは「燃えないごみＡ類」で出してください。

★ジュースのビン　★調味料のビン　★化粧品のビン ★海苔のビン
★コーヒーのビン　★服用する薬のビン　★各種酒のビン 無色透明ビン 茶色ビン その他

白色コンテナ 茶色コンテナ 青色コンテナ

飲み物・食べ物・調味料
化粧品・服用する薬のビン

色別に分けてコンテナへ市の資源専用コンテナ（白色・茶色・青色）
※コンテナの色が異なる場合があります。

◆「　　ボトル」と表記されているものが対象です。
◆キャップやポンプを外し、燃やせるごみへ。
◆ボトルは水洗いし、乾かしてから出してください。
◆ラベルは外さないで出してください。

市役所本庁もしくは各地区の白色ネット袋設置の集積所

◆大きいものは、袋に入る大きさに破砕してください。
◆長いものは、40ｃｍ以内に切断してから、袋に入れてください。

◆残飯や調理くずは、十分に水切りをしてから袋に入れてください。
◆紙ごみは、新聞、その他古紙の回収日に出してください。

糸くずなどの長いものを切らずに丸めて出されると、処理する破砕機に
引っかかり故障の原因となります。必ず切断してください。

飲み物・食べ物・調味料

縦横高さの長さを足して、

横 縦

高
さ

シ
ャ
ン
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◆分別ごとに、ひもで十文字にしばって出してください。
◆飲用紙パックは、「①水洗いをし、②開いて、③乾かして」
　から出してください。
◆小さな紙・お菓子の箱などは、雑誌類にはさむか、紙袋に
　集めて十文字にしばってください。
◆シュレッダー紙と古着は、必ず中身の見える袋に入れて
　出してください。
◆古着は使用可能な古着を服として再利用します。シーツ・
カーテン・ネクタイ・帽子・布製かばん・革製品・下着
　などは、小さく切って燃やせるごみで出してください。
◆布団・毛布は粗大ごみで出してください。

2ｍ未満 ………… 700円
2ｍ~3ｍ未満… 1,300 円
3ｍ以上 ……… 1,900 円



ボトル：PE,PP
ラベル：PP
キャップ：PP

環境センターへの搬入について
■環境センターへの搬入は……

◎リサイクルのできない紙（燃やせるごみで出してください。）

【高島市環境センター】
TEL 24－0031

所在地：高島市今津町途中谷236番地
月曜日～土曜日（祝祭日も受付します）（12月 29日～１月３日を除く）、第３日曜日
午前９時～午後４時（随時受付します。事前予約不要です。）
10㎏につき100円（現金のみ）

粗大ごみのリユース事業……毎月第２土曜日（午前９時～午前11時30分）
　・搬入された粗大ごみの中から使用可能な物、簡単な修繕で使用できる物を有料で提供します。
自分で搬入できない方は、有料で回収します。
　※事前に環境政策課または各支所へ申込みを行ってください。
　　（粗大ごみ）縦横高さの長さを足して、 ２m未満 ………………700円（１個あたり）
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ２m～３m未満……1,300 円（１個あたり）
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 ３m以上……………1,900 円（１個あたり）
　　（一時多量ごみ）軽トラック…12,000円（１台あたり）・２ｔトラック…22,000円（１台あたり）
　※事業所は有料回収対象外です。詳しいことは、市役所（環境政策課）（TEL 25ー8123）までお問い合わせください。

受 付 日

料　　金
受付時間

有料回収

※受付で搬入者の確認できるもの（免許証など）を提示いただきます。
※受付でごみの発生場所が市内であることがわかるものを提示してください。
※搬入の前と後に自動車の計量をしますので、信号を厳守して受付に進んでください。
※料金は搬入時に環境センターでお支払いいただきます。
　お釣りのいらないように現金の準備をお願いします。
※種類ごとに分別のうえ、搬入をお願いします。

高島市環境センター

■環境センターへ搬入できないものは…

燃やせるごみの袋の中にリサイクルできる古紙類が入っていませんか？ 下記のように５つに分別して、資源ごみとして出してください。
また、生ごみ減量のために調理くずなどの生ごみは、生ごみ処理機やコンポストを活用しましょう。

市民の皆さんへのお願い

古紙類の分別方法

断面が波状になっているもの 新聞紙と
折込チラシ

雑誌、書籍、お菓子や調味料などの箱、パンフレット、封筒、
コピー用紙、ラップの芯、値札やメモ等（封筒などに入れて）

牛乳パックなど中が白いもの
それ以外はその他古紙になります。

ダンボール 新　聞 飲料用紙パック その他古紙シュレッダー紙
中身が見える袋に入れて
出してください。

・匂いのついた紙（線香や洗剤の紙箱など）
・食品の汚れのついた紙（ケーキやピザの箱など）
・感熱紙（レシートやファックス用紙など）
・カーボン紙・ノーカーボン紙（宅配便の伝票など）

・金紙、銀紙
・圧着はがき
・写真
・防水加工紙（紙コップ、カップめんの紙製容器、ビールなどの包装用マルチパックなど）

・薬品加工紙、油紙、油のついた紙
・使用済みティッシュ

プラスチックボトルの分別収集
白色ネット袋が設置された地区では、ごみカレンダーに示した日に分別し出してください。また、設置されていない地区
の方は、市内のいくつかの指定収集場所に白色ネット袋を設置していますのでご利用ください。

使用済小型家電のボックス回収使用済小型家電のボックス回収
貴重な資源を有効利用するため、市役所（本庁または各支所）や公民館に回収ボックスを設置し、使用済小型家電を回収しています。
　・対象品目は投入口（横28cm×縦17.5cm）に入る小型家電（携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラ、電卓、ゲーム機、懐中電灯など）です。
　・環境センターへの直接搬入も可能です。 ※乾電池とバッテリーは対象外

資源の有効活用と地球環境保全を目的に、使用済みインクカートリッジを回収しています。使用済みインクカートリッジ回収ボックスは市役所（本庁または各支所）に
設置していますので、ご活用ください。

★ボトルに書いてあるプラマークと「ボトル」の表記を確認。プラマークがあっても「ボトル」の表記のないものは対象外です。

使用済みインクカートリッジのボックス回収

ごみ収集車両やごみ処理施設においての発火による火災を防ぐため、燃やせるごみや資源ごみの日に出さないでください。リチウムイオン電池は本体から取り外し、回収
を行っている販売店等へ持ち込んでください。販売店等で回収できないリチウムイオン電池は、市役所環境政策課、各支所および環境センターで対面回収を行います。
電池はできるだけ使い切り、電極部をテープ等で処理したうえでお持ちください。また、本体から取り外せない場合は、使用済小型家電回収ボックスへ出してください。

リチウムイオン電池の廃棄方法

ボトル：PET
ラベル：PET
キャップ：PP

品　　　目 処 理 方 法
自動車・自動２輪（原付は可）、タイヤ、農機具（草刈り機は可）、バッテリー、
消火器、プロパンボンベ

販売店または専門処理業者に引き取ってもらってください。草刈り機や原付は、燃料を抜き
取り搬入してください。原付は廃車証明をもって下記高島運輸㈱に持ち込み可能です。

建築廃材（コンクリート・ブロック・石膏ボードなど）、建築解体物（柱など）、
大型強化プラスチック（浄化槽・浴槽・ＦＲＰ船など） 工事請負業者か産業廃棄物処理業者に処理してもらってください。

陶磁器類（茶わん・花びんなど）、ガラス製品（コップなど）、電球 「燃えないごみＡ類」の収集日に、地区のごみ集積所に出してください。
農薬・除草剤・殺虫剤、火薬、工業用薬品、試験用薬品、
油性物（自動車や機械などの廃油・シンナー・ペンキなど） 販売店または製造メーカーにご相談のうえ、適正に処理してください。

家電リサイクル品
・テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機
・エアコン（室内機、室外機）

①料金販売店回収方式…小売店にご相談ください。
②料金郵便局振込方式…郵便局でリサイクル券を購入のうえ必要事項を記入し、
　リサイクル券とともに指定引取場所へ持ち込んでください。
　ご自分で持ち込めない方は下記の指定引き取り場所へご相談ください。
【指定引取場所】高島運輸㈱（安曇川町五番領151番地１）TEL 32ー0270
【リサイクル券に関する問合せ先】（一財）家電製品協会家電リサイクル券センター TEL 0120ー319640

農業系資材（畦シート、ビニールハウス用のシート、マルチ、苗箱、肥料袋など） 各地域の農協が行う廃プラスチックの回収時に引き取ってもらってください。
がれき類（レンガ、瓦など） 市役所（環境政策課）（TEL 25 ー 8123）へお尋ねください。

産業廃棄物 産業廃棄物許可業者に処理してもらってください。
問合せ先：（一社）滋賀県産業資源循環協会　TEL 077－521－2550

草、剪定くず、生木（丸太） １袋まで搬入可能。それ以上は許可業者で処理してください。
ご不明の際は、市役所（環境政策課）（TEL 25 ー 8123）へお尋ねください。


